
庁 議
日時： 5月2０日（月）ＡＭ９：００ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

1. 太田市市税条例及び太田市都市計画税条例の一部改正について 総務部長

2. 太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 福祉こども部長

の一部改正について

3. 群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議について 健康医療部長

4. 八王子山公園墓地第４期造成工事請負契約締結について 行政事業部長

5. 財産の取得について（車両運用端末装置一式） 消防長

6. 財産の取得について 教育部長

【報告事項】

1. 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 健康医療部長

2. 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 消防長

3. 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 教育部長

4. 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 教育部長

【連絡事項】

1. 令和６年度太田市功労者及び徳行者表彰式の挙行について 秘書室長

2. 令和６年春 勲章・褒章受章者祝賀会の開催について 秘書室長

3. 令和５年度ふるさと納税の受領状況について 企画部長

4. センサーネットワークを活用した市内小中義務教育学校体育館の 企画部長

温湿度データ取得運用開始について

5. 市有地売払いについて 総務部長

6. 令和５年度相談業務等の実績報告について 市民生活部長

7. 令和５年度太田市消費生活センター相談実績報告について 市民生活部長

8. （仮称）太田市外三町広域斎場実施設計について 市民生活部長

9. 令和５年度公共交通機関の運行実績報告について 市民生活部長

10. 令和５年度１％まちづくり事業の実績報告について 地域振興部長

11. （仮称）太田西複合拠点公共施設の愛称に係る市民投票の実施について 文化スポーツ部長

12. 尾島ねぷたまつりの実施について 産業環境部長

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 次回庁議予定 ◆ 6月13日（木）PＭ１：３０～＜庁議室＞ 案件名報告：６月 3日（月）PM5:00
資料提出：6月 6日（木）PM5:00



５月 ２０日 庁議提出案件           資料No.１  
●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可  】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              総務部長 氏名 瀬古 茂雄  内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

太田市市税条例及び太田市都市計画税条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

   地方税法の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が令和６年３月３０日に公布されたこと

に伴い、太田市市税条例及び太田市都市計画税条例について、所要の改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

 

Ⅰ 太田市市税条例の一部改正 （ 固定資産税関係 ）  

 

１ わがまち特例の制定 

 

（１） 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例 （附則第１０条の２） 

引用する法附則第１５条中、バイオマス発電設備のうち木竹に由来するもの又は農作物の

残渣により生ずるものについて、令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に取得され

たものに対し、新たに固定資産税が課されることになった年度から３年度分の課税標準の特

例率を定めるとともに、これにより生じた項ずれを反映するものです。  

対象資産 

現 行 改 正 後 

備 考 特例
率 

特例率 
（参酌基準） 

太田市
の特例
率 
（案） 

出力10,000KW以上20,000KW
未満の発電設備 
(木竹・農作物の残渣区分に
該当するもの) 

― 
11/14以上13/14以下 

（６／７） 
６／７ 

 

・施行期日  公布の日 

 

 

（２） 一体型滞在快適性等向上事業による課税標準の特例（附則第１０条の２） 

 都市再生特別措置法による滞在快適性等向上区域において、市町村による公共施設の整

備と一体的に、民間事業者等が令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に、土地の

オープンスペース化やその上に設置された償却資産、建物低層部のオープン化を行った家屋

に対し、新たに課税されることになった年度から５年度分の課税標準の特例率を定めるととも

に、これにより生じた項ずれを反映するものです。 

 



 

対象資産 

現 行 改 正 後 

備 考 特例
率 

特例率 
（参酌基準） 

太田市
の特例
率 
（案） 

①オープンスペース化した土地
及びその上に設置された償却
資産 
②建物低層部を不特定多数の
者が自由に交流・滞在できるよ
う、改修、オープン化した家屋 

― 
１/３以上２/３以下 

（１／２） 
１／２ 

 

   ・施行期日 公布の日 

 

 

２ 条例第５６条関係 

固定資産税の非課税の適用を受ける際の申告について定める条文について、引用する私立

学校法の改正により生じた条項ずれを反映するものです。 

    ・施行期日 令和７年４月１日 

 

 

Ⅱ 太田市都市計画税条例の一部改正 

 

１ わがまち特例の制定 

 

（１）一体型滞在快適性等向上事業による課税標準の特例（附則第５項） 

 都市再生特別措置法による滞在快適性等向上区域において、市町村による公共施設の整

備と一体的に、民間事業者等が令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に、土地の

オープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合に、新たに固定資産税が課され

ることになった年度から５年度分の課税標準の特例率を定める条文を制定するとともに、これ

により生じた項ずれを反映するものです。 

対象資産 

現 行 改 正 後 

備 考 特例
率 

特例率 
（参酌基準） 

太田市
の特例
率 
（案） 

①オープンスペース化した土地 
②建物低層部を不特定多数の
者が自由に交流・滞在できるよ
う、改修、オープン化した家屋 

― 
１/３以上２/３以下 

（１／２） 
１／２ 

 

   ・施行期日 公布の日 

 

 

 

＊ 問い合わせ先    総務部 資産税課 管理・償却資産係  内線2361 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1933 



 ５月２０日 庁議提出案件            資料No.２  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              福祉こども部長 氏名 吉田 道宏  内線（TEL）２５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

  児童福祉法第３４条の１６第２項に基づき、厚生労働省令で定める家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が公布されたことに伴い、同基準を引用

して定めている太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につい

て、所要の改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 主な改正内容 

    第３０条、第３２条、第４５条、第４８条、（職員） 

     各教育・保育施設において従事する職員等の数を定めた規定のうち、満４歳以上児

の職員配置基準を３０対１から２５対１、満３歳児の職員配置基準を２０対１から１

５対１へ改善する改正を行うものです。 

     

２ 施行期日 

    公布の日から施行します。 

ただし、保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそ

れがあるときは、当分の間、改正条例の施行日以降も改正前条例の規定の効力を有する

ことができる経過措置を定めるものです。 

 

３ その他 

    令和６年６月定例会に議案を提出予定です。 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 こども課 施設管理係 内線3131 47－1830 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



５月２０日 庁議提出案件 資料No.３
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 大澤 美和子 内線（TEL）3400

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議について

【 目 的 】

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を

改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行により被保険者証が廃止され、処理する

事務に変更が生じることから、群馬県後期高齢者医療広域連合規約（以下「規約」という。）

を変更するため、地方自治法（第２９１条の３第１項及び第２９１条の１１）に基づき議

会の議決を求めるものであります。

【 概 要 】

１ 規約の変更内容

広域連合規約第４条において規定する広域連合の処理する事務を、高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）及び同法に基づく命令に基づき、後期高齢

者医療広域連合が行われるものとされた後期高齢者医療の事務及びそれに付随する事務

とし、別表第１を削るものです。

２ 規約変更の手続き

最初に構成市町村において、規約変更に関する協議を行い、議会の議決の後、県知事

へ届出します。

３ 施行期日 令和６年１２月２日

４ その他 令和６年６月定例会に議案を提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 健康医療部 医療年金課 後期高齢者医療係 内線 ２５７５



５月 ２０日 庁議提出案件 資料No. ４
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

行政事業部長 氏名 阿部 政夫 TEL0277-78-2840

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

八王子山公園墓地第４期造成工事請負契約締結について

【 目 的 】

八王子山公園墓地第４期造成工事請負契約について、請負者を選定し契約を締結するため、

議会に上程するものです。

【 概 要 】

１ 履行名称 八王子山公園墓地第４期造成工事

２ 履行場所 太田市菅塩町地内

３ 契約締結日 議会議決の日

４ 履行期限 議会議決の翌日から令和７年３月１８日

５ 契約方法 条件付一般競争入札

６ 予定価格 ４１１，４７０，０００円(消費税を含まない）

７ 落札金額 ４１０，０００，０００円(消費税を含まない）

８ 落 札 率 ９９．６４％

９ 契約金額 ４５１，０００，０００円(内消費税額 ４１，０００，０００円）

10 補 助 金 有・無

11 請 負 者 太田市下小林町６２番１

岩崎工業株式会社 代表取締役 岩崎 武則

12 工 事内容 都市計画 変更区域 ２．５ｈａ

掘削工 掘削：３１，０４５．８㎥

路体（築堤）盛土：２４，１２６．９㎥

擁壁工 Ｌ型擁壁（Ｈ１４００～Ｈ２９００）：４８．０ｍ

側溝工 自由勾配側溝（Ｈ４００～Ｈ１０００)：５４．７ｍ

管渠工 管（函）渠型側溝：６９２．７ｍ

植生工 公園張芝（ベタ張・市松芝）：１６，４９１．３㎡

舗装工 表層（車・路）：２，７８８㎡

墓園施設 カロート：１，０１０基

13 入札参加者 石川建設㈱、岩崎工業㈱、㈱石宝（辞退）、荒木土木㈱（辞退）、

加藤建設興業㈱（辞退）、荻原建設㈱（辞退）、利根建設㈱（辞退）、

工藤建設工業㈱（辞退）

14 そ の 他 ６月定例会に上程予定です。

【 備 考 】

＊ 落札率については、落札金額÷予定価格×１００（小数点第３位四捨五入）

＊ 問い合わせ先 行政事業部 花と緑の課 計画建設係 ３２－６５９９



５月２０日 庁議提出案件 資料No.５
● 内 容 【 1.協議事項 】

○ 公 開 【 1.可 】

○ 公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

消防本部消防長 氏名 竹内 富雄 TEL 33-0200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】
財産の取得について（車両運用端末装置一式）

【 目 的 】
消防・救急車両に積載している運用端末（ＡＶＭ）が、令和８年３月にＦＯＭＡが運用終

了となることに伴い、高機能消防指令センターとの即時の車両動態通信が不能となることか
ら、消防救急活動の安定稼働を図るため装置を更新するものです。
※AVM＝automatic vehicle monitoring

【 概 要 】
１ 取得財産
（１）車両運用端末装置Ⅲ型 ４４式 （２）車両運用端末装置Ⅱ型 ２２式
（３）車外設定端末装置 ４６個 （４）車内設定端末装置 １４個
（５）無線ＬＡＮ １１式

２ 取得の方法 随意契約

３ 予定価格 １４５，０００，０００円（消費税を含まない）

４ 落札価格 １４３，４６０，０００円（消費税を含まない）

５ 落札率 ９８．９４％

６ 取得予定価格 １５７，８０６，０００円（内消費税１４，３４６，０００円）

７ 契約の相手方 群馬県前橋市表町二丁目９番９号
日本電気株式会社 群馬支店
支店長 髙野 聡史

８ 設置
（１）車両運用端末装置Ⅲ型 救急車･消防車･救助工作車･化学車･梯子車等
（２）車両運用端末装置Ⅱ型 指令車･広報車･資材搬送車等
（３）車外設定端末装置 消防車･救助工作車･化学車･梯子車等
（４）車内設定端末装置 救急車等
（５）無線ＬＡＮ 消防署･分署･出張所

９ 契約履行期間 契約締結の日から令和７年３月３１日まで

10 その他 本契約を締結するため、６月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】
※ 落札率については、落札価格÷予定価格×１００（小数点第３位四捨五入）
※ 問い合わせ先 消防本部 通信指令課 管理係 TEL 33-0119



５月２０日 庁議提出案件 資料No.６
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

教育部長 氏名 小内 正 内線（TEL）20-7086

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

財産の取得について

【 目 的 】

太田市立木崎小学校ほか２校給食室新築に伴い、調理機器を整備するものです。

【 概 要 】

１ 取 得 財 産 給食室調理機器一式

２ 取 得 方 法 指名競争入札

３ 契約履行期間 議会議決の日から令和６年１１月３０日まで

４ 取得予定価格 ６３，８００，０００円（消費税込み）

５ 契約の相手方 群馬県高崎市和田多中町１３－１

株式会社中西製作所群馬営業所 所長 藤原 崇史

６ 購入予定機器

７ 入札指名業者 日本調理機（株） 関東調理機械（株） （株）中西製作所

（株）マルゼン タニコー（株） 綜合厨房設備（株）

（有）坂東厨房（失格） （有）三協厨房（失格）

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 教育部 学校施設管理課 学校給食係 ２０－７０８６ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

品 名 数量 品 名 数量

デジタル台秤 ３ モービルシンク １４

移動式秤置台 ３ ラックインカート １２

移動台 ４６ キャリー ６

ドライピーラー ３ ホテルパン・ホテルパン穴開き ２４０

受槽 ６ 配膳・下膳棚 ７

ステンレスエレクターシェルフ ２９ 配缶台 １５

掃除用具ロッカー １６ コンテナ １２

食器・食缶消毒保管機 ２４ パン箱・ご飯箱棚 ６

野菜裁断機 ３ 衣類殺菌保管機 ９

移動式野菜裁断機置台 ３ ロッカー（３人用） １１



 ５月２０日 庁議提出案件             資料No.１  
●内 容 【 2.報告事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

            健康医療部長 氏名 大澤 美和子  内線（TEL）３４００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  公用車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報

告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和６年４月２４日 

物的損害賠償額 

  22,715円 

 （22,715円） 

１０割 

令和６年２月２１日午後３時

頃、太田市下小林町６３７番地１

付近の私道において、職員が運転

する公用車が、後進しながら市道

へ出ようとしたところ、相手方が

所有するブロック塀に接触し、当

該ブロック塀を損傷させたもので

す。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認する。 

 

３ 損害賠償の支払い  

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 一般自動車保険にて対応しました。 

 

４ その他  

地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和６年５月委員会協議会あてに報告します。 

 

 

【 備 考 】 

* 問い合わせ先  健康医療部 介護サービス課 介護認定係 内線2552 



５月 ２０日 庁議提出案件 資料No.２
●内 容 【 2.報告事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

消防長 氏名 竹内 富雄 （TEL）33-0200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

公用車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報

告するものです。

【 概 要 】

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認する。

３ 損害賠償の支払い 一般財団法人全国自治協会自動車損害共済にて対応しました。

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和６年５月委員会協議会あてに報

告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 消防本部 消防総務課課 消防団係 ３３－０２０１ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

専決処分日
損害賠償額

（損害額）

過失

割合
事故概要

1 令和6年5月10日
386,458円

（386,458円）
10割

東本町地内で令和5年12月29日発

生。消防団員が運転する消防用自

動車が歳末警戒巡視を実施してい

た際に、太田市東本町52番21号先

の交差点において北進右折をした

ところ、当該消防用自動車の運転

席側側面の速消ボックス部分が花

壇ブロックに衝突し、これを損傷

させたことにより、その所有者で

ある相手方に損害を与えたもの。



   ５月２０日 庁議提出案件           資料No.３    
●内 容 【 2.報告事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               教育部長 氏名 小内 正 （TEL） 20-7080  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

 公用車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したこと

を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和６年４月２２日 
1,268,344円 

(1,268,344円) 
10割 

令和５年７月１０日、太田市大原

町１６７番地５の店舗駐車場にお

いて、職員が公用車を後退発進し

たところ、当該公用車の後方に駐

車していた相手方の営業用トラッ

クに接触し、当該営業用トラック

のコンテナの後方部を損傷させた

ことにより、その所有者である相

手方に損害を与えたものです。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認しました。 

 

３ 損害賠償の支払い あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の一般自動車保険にて対応

しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和６年５月委員会協議会あてに 

報告します。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先   教育部 教育総務課 人事係 ２０－７０８０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ５月 ２０日 庁議提出案件           資料No.４  
●内 容 【 2.報告事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               教育部長 氏名 小内 正（TEL）20-7080 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  スクールバスの運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分し

たことを報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ スクールバスの運転中に発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和６年５月２日 

人的損害賠償額 

１，１０４，１３４円 
（１，１０４，１３４円） 

－ 

令和５年１０月３１日、太田市茂

木町２５７番地付近の県道十字路

において、職員の運転するスクー

ルバスの運行中に、当該十字路を

東から西に横断しようとしたとこ

ろ、当該十字路を南から北に直進

してきた相手方の運転するトラッ

クの右側面に、当該スクールバス

の前面が衝突したことにより、相

手方が負傷したものです。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこ 

 とを相互に確認しました。 

  なお、上記損害賠償の概要については、今回、人的損害に関してのみです。 

 

３ 損害賠償の支払い あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の一般自動車保険にて対応

しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和６年５月委員会協議会あて 

に報告します。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 教育部 学校教育課 管理係 ２０－７０８４ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



５月２０日 庁議提出案件 資料No. １
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

秘書室長 氏名 笠原 淳一 内線（TEL）２２１０

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和６年度太田市功労者及び徳行者表彰式の挙行について

【 目 的 】

市民の模範とすべき功労者及び徳行者を表彰してその功績をたたえ、本市自治、産業、文

化などの振興、市民福祉の増進、民生の安定向上に資することを目的とします。

【 概 要 】

１．日 時 令和６年６月２７日（木） 午後３時開式

２．会 場 太田市民会館 スタジオ

３．被表彰者 功労者 ４３件 徳行者 ５件 計 ４８件

４．出席者 被表彰者、市長、市議会議長、副市長、教育長、企画部長、総務部長

被表彰者内申部長

５．次 第 ・開 式

・表彰状授与

・主催者挨拶

・来賓祝辞

・謝 辞

・閉 式

【 備 考 】

問い合わせ先 秘書室 秘書係 内線２２１１ ４７－１８０８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



５月２０日 庁議提出案件 資料No.２
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

秘書室長 氏名 笠原 淳一 内線（TEL）２２１０

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和６年春 勲章・褒章受章者祝賀会の開催について

【 目 的 】

太田市民で勲章・褒章を受章された方々を招待し、その功労、功績を称え、敬意と感謝の

意を表するため開催するものです。

【 概 要 】

１.受章者

勲章（１２名）

・宮崎 宏明 氏（瑞宝小綬章／教育功労） ※高齢者叙勲

・久保田 力 氏（旭日双光章／地方文化功労） ※春の叙勲

・小沼 道子 氏（瑞宝双光章／教育功労） ※高齢者叙勲

・入沢 守 氏（瑞宝双光章／郵政事業功労） ※高齢者叙勲

・栗原 道夫 氏（瑞宝双光章／教育功労） ※高齢者叙勲

・中島 俊明 氏（瑞宝双光章／教育功労） ※春の叙勲

・太田 榮 氏（瑞宝双光章／国土交通行政事務功労） ※春の叙勲

・鈴木 三之 氏（瑞宝双光章／警察功労） ※第42回危険業務従事者叙勲

・由良 好夫 氏（瑞宝双光章／消防功労） ※第42回危険業務従事者叙勲

・菊地 正夫 氏（瑞宝単光章／技能検定功労） ※春の叙勲

・石川 洋子 氏（瑞宝単光章／児童福祉功労） ※春の叙勲

・尾内 英明 氏（瑞宝単光章／消防功労） ※第42回危険業務従事者叙勲

褒章（２名）

・山口 陽子 氏（藍綬褒章／調停委員功績） ※春の褒章

・吉岡 和弘 氏（黄綬褒章／業務精励（消防設備保守業)) ※春の褒章

２.日 時 令和６年７月２６日（金）午後２時開会

３.会 場 太田市民会館 スタジオ（太田市飯塚町２００番地１）

４.出席予定者 約１２０名

【備考】

問い合わせ先 秘書室 秘書係 内線 ２２１１ ４７－１８０８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



５ 月２０日 庁議提出案件 資料No.3
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和５年度ふるさと納税の受領状況について

【 目 的 】

令和５年度のふるさと納税の受領状況を報告するものです。

【 概 要 】

１ 件数及び受領金額

令和５年度 １３，０２６件 ３７０，０４２，５００円

（前年比131％増） （前年比7％減）

（うち太田市民 ４５件 １，２８０，０００円）

〈参考〉過年度の実績

令和 ４ 年度 ５，６４８件 ３９７，８５６，５００円

令和 ３ 年度 ４，３７５件 ５０７，１１４，５００円

令和 ２ 年度 ２，５６６件 １５５，９５０，５００円

２ 寄附の使い道

３ にいたやま教育応援分に係る件数及び受領金額

令和５年度 ４９件 ５４，８２４，０００円

（うち太田市民 ３２件 １，０９６，０００円）

上記の内訳

(１) 市内公立小・中学校・義務教育学校及び指定なし ３０件 ７４１，０００円 ※

(２) 市立太田高等学校 ７件 ３０３，０００円

(３) ぐんま国際アカデミー（ＧＫＡ） １２件 ５３，７８０，０００円

使い道 件数 寄附金額（円）

文化の振興 1,839 37,216,000

スポーツの振興 1,038 26,119,000

福祉・健康の増進 2,532 40,085,500

生活環境の整備 1,131 18,540,000

観光・産業の振興 485 8,412,500

太田市政全般 5,930 101,275,500

にいたやま教育応援分 49 54,824,000

文化・スポーツ・観光振興応援分 22 83,570,000

合 計 13,026 370,042,500



※ 市内公立小・中学校・義務教育及び指定なしの内訳

４ 文化・スポーツ・観光振興応援分に係る件数及び受領金額

令和５年度 ２２件 ８３，５７０，０００円

（うち太田市民 ５件 ９０，０００円）

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部 おおたPR戦略課 企画係

内線２２８１ ４７－１８６３ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

校名 寄付件数 寄附金額（円）

太田小学校 5 210,500

九合小学校 1 30,000

休泊小学校 1 30,000

宝泉小学校 1 50,000

駒形小学校 2 50,000

城西小学校 1 10,000

生品小学校 4 70,000

藪塚本町小学校 1 2,000

西中学校 4 90,500

南中学校 1 50,000

休泊中学校 1 30,000

宝泉中学校 1 10,000

城西中学校 1 10,000

城東中学校 2 70,000

藪塚本町中学校 1 2,000

太田中学校 1 10,000

北の杜学園 1 6,000

指定なし 1 10,000

計 30 741,000

応援先 件数 寄附金額（円）

おおた芸術学校 1 200,000

おおたスポーツ学校 2 210,000

群馬クレインサンダーズ 10 78,460,000

SUBARU硬式野球部 0 0

SUBARU陸上競技部 3 40,000
太田スポレク祭・上州太田スバルマラソン 2 60,000

尾島ねぷたまつり 1 1,200,000

木崎祇園祭 1 200,000

木崎音頭まつり 1 200,000

世良田祇園まつり 1 3,000,000

合 計 22 83,570,000



５月 ２０日 庁議提出案件 資料No. ４
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線（TEL）２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

センサーネットワークを活用した市内小中義務教育学校体育館の温湿度データ取得運用開始

について

【 目 的 】

体育館に設置した温度・湿度センサーから取得したデータを各校に提供することで、各校の

空調設備の適正利用、及び熱中症予防への活用を目的とします。

【 概 要 】

１ 設置場所 市内４１小中義務教育学校の体育館

２ 運用開始 令和６年６月１日～

３ 確認方法 各校がインターネットアクセス可能なパソコンやスマートフォンから確認

①学校名

②データ更新日時

③温度（℃)

④湿度（％）

⑤不快指数

⑥温度推移(24時間)

⑦湿度推移(24時間)

⑧不快指数の目安

４ その他

本事業は、低電力・広域の無線通信技術（LoRaWANローラワン）活用して、令和５年度に総務

省補助により群馬大学と共同で整備したものであり、今年度空調設備の整備完了が見込まれる

ことから本格的に温度・湿度データの提供を開始するものです。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部 情報管理課 DX推進係 内線２２７６ ４７－１８１４ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 ５月２０日 庁議提出案件            資料No.６  
●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

         市民生活部長 氏名 山影 正敏  内線（TEL）２４００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  令和５年度相談業務等の実績報告について 

 

【 目 的 】 

  市民そうだん課における令和５年度の相談及び陳情業務について、その結果を報告する

ものです。 

【 概 要 】 

 １ 相談業務等件数                         （単位：件） 

名  称 
件         数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

無 料 法 律 相 談 ５１７ ６３４ ６４８ 

市 民 相 談 ９１１ １，０８１ ７０３ 

手紙・FAX・電子メール ７６３ ６１０ ７７７ 

陳 情 ５９ ５３ ５０ 

合 計 ２，２５０ ２，３７８ ２，１７８ 

２ 相談方法  

新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したことに伴い、無料法律相談は対面方

式での相談を全面再開しました。また引き続き、電話方式でも対応しております。 

３ 相談内容 

市民相談の相談件数が減少したため、合計件数は前年度に比べて２００件の減少となり

ました。 

（１）無料法律相談については、相続、離婚の件数が過去３年間上位２項目となっていま

す。 

（２）市民相談については、行政に関するものは道路・都市整備の件数は増加し、環境の件

数は減少しました。また、その他のものは家庭、金銭、近隣の件数が過去３年間上位

となっております。 

（３）手紙・FAX・電子メールについては、こども・教育、市有施設管理、道路・都市整備

が上位となっており、商業・観光及び社会福祉の件数は増加し、環境の件数は減少し

ました。 

（４）陳情については、道路・都市整備の件数が昨年同様に多く提出されています。 

【 備 考 】 

 問い合わせ先  市民生活部 市民そうだん課 市民そうだん係 

内線 ２４４３ ４７－１８９７ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ５月 ２０日 庁議提出案件            資料No.７    
●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              市民生活部長 氏名 山影 正敏 内線（TEL）２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇ 

 

【 表 題 】 

  令和５年度太田市消費生活センター相談実績報告について 

 

【 目 的 】 

  太田市消費生活センターの今後の啓発活動や相談業務に活用する目的で、令和５年度 

 の相談内訳と相談概要について集計しましたので、その結果を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 年度別相談件数  令和４年度は１，４５４件、令和５年度は１，４１４件、前年度比 

        で４０件減少しました。 

            相談は、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せで 

あり、相談件数は減少傾向にありますが、内容は年々複雑かつ巧妙 

化しています。 

 

 ２ 主な相談内訳   商品一般（商品の特定ができない相談）１２６件、化粧品（美容液 

等定期購入）７３件、融資サービス（フリーローン・サラ金・住宅 

ローン等）７２件です。 

 

 ３ 相談概要    （１）性別では、男性４６．３％、女性４７．７％、団体等６．０％ 

でした。 

（２）年齢別では、１，４１４件の相談のうち、６０歳以上の相談件 

数が依然として多く、全体の３９．３％を占めています。また、 

ＳＮＳが身近な２０歳未満および２０歳代の相談については、 

昨年度の１２．２％から１１．０％と減少していますが、２０ 

歳未満においては微増しています。 

 （３）職業別では、給与生活者４０．０％、無職３２．０％、家事従 

事者８．４％の順で多くなっています。 

（４）消費者トラブルに係る契約購入金額の合計は、約１６億７千万 

 円となり、昨年度比１６７．５％と急増しています。 

 

【 備 考 】 

 問い合わせ先   市民生活部 市民そうだん課 消費生活センター 

 内線 ２４４８  ３０－２２２８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



５月２０日 庁議提出案件           資料No.８ 

●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               市民生活部長 山影 正敏   内線（TEL）２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

（仮称）太田市外三町広域斎場実施設計について 

 

【 目 的 】 

令和４年１０月２４日付けで（仮称）太田市外三町広域斎場整備設計業務委託契約を締結し、

基本計画、基本設計を経て、実施設計がまとまりましたので、その概要について報告するもの

です。 

 

【 概 要 】 

（仮称）太田市外三町広域斎場（邑楽郡大泉町大字上小泉字万願寺３４７番１ほか地内） 

  １  構    造    鉄筋コンクリート造一部木造 

  ２  階    数    地上２階建て 

  ３  延床面積    ５，８３５．９１㎡  １階  ３，２６８．６９㎡ 

                                      ２階  ２，５５３．４５㎡ 

                                      Ｒ階        １３．７７㎡ 

  ４  主 要 室    １階  告別収骨室９室、多目的室、小動物お別れ室 

                        霊安室、管理事務室 

                  ２階  待合室９室、更衣室、授乳室、キッズスペース、売店 

  ５  火 葬 炉    １０基（人体炉９基、小動物炉１基） 

  ６  設 計 図    別添のとおり 

  ７  新 技 術    火葬炉設備の排熱利用暖房設備 

  ８  事 業 費    約５９億円 

 

【 備 考 】 

今後の予定 

    令和６年６月  建築主体工事、機械設備工事、電気設備工事及び火葬炉設備工事の 

                  入札、仮契約、組合議会議決及び本契約 

            ７月  工事着工 

    令和７年度末  竣工、供用開始 

    令和８年度    既存大泉町外二町斎場解体工事、外構工事 

 

＊ 問い合わせ先 市民生活部 市民課 窓口記録係 内線２４１３ ４７－１９３７ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



　５ 月 ２０ 日　庁議提出案件　　　　　　　　 　　　資料No.９ 

●内　容　【　3.連絡事項 】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後 】 

　　　　　　　　　　　　　　市民生活部長　山影　正敏　 内線　２４００　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

　　令和５年度公共交通機関の運行実績報告について 

【 目 的 】 

　　本市で運行するシティライナーおおた、おうかがい市バス【どあ宅】、市営無料バスの 

運行実績を報告するものです。 

【 概 要 】 

１．シティライナーおおた【２路線：新田線、尾島線】 

（運行事業者：（株）矢島タクシー） 

（１）年度別総事業費、運行補助金及び利用者数の推移 

（２）令和５年度路線別内訳 

　２．おうかがい市バス【どあ宅】（運行委託先：（株）矢島タクシー） 

年度別運行委託料、利用登録者数及び延べ利用者数の推移 

　３．市営無料バス 

年度別総利用者数の推移 

 

【 備 考 】 

＊問い合わせ先　市民生活部　交通対策課　交通対策係　内線2431　47-1826ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

 総事業費 運行補助金 利用者数
 令和３年度 25,957,031円 20,145,487円 40,290人
 令和４年度 22,180,137円 16,671,848円 40,136人
 令和５年度 23,626,413円 17,289,200円 44,398人

 
総事業費(A) 収入額(B)

運行補助金 

(C)=(A)-(B)

収支率

(D)=(B)/(A)
利用者数

 新　田　線 14,241,561円 4,466,104円 9,775,457円 31.4％ 31,011人
 尾　島　線 9,384,852円 1,871,109円 7,513,743円 19.9％ 13,387人
 計 23,626,413円 6,337,213円 17,289,200円 26.8％ 44,398人

 運行委託料 利用登録者数 延べ利用者数
 令和３年度 35,068,677円 　2,061人 　　15,555人
 令和４年度 36,010,069円 　2,217人 　　18,088人
 令和５年度 34,921,530円 　2,463人 　　18,771人

 西バス系統 東バス系統 韮川･鳥之郷線 宝泉･新田線 合　計
 令和３年度 35,792人 7,589人 3,960人 3,906人 51,247人
 令和４年度 39,403人 8,621人 4,981人 5,458人 58,463人
 令和５年度 40,393人 10,263人 5,722人 5,797人 62,175人



 ５月２０日 庁議提出案件          資料No.１０  
●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             地域振興部長 氏名 青木 繁幸   内線３５００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  令和５年度１％まちづくり事業の実績報告について 

 

【 目 的 】 

市民の参画と協働のまちづくりの実践事業であり、市民の自発的なまちづくり活動を支援

し、地域コミュニティをより活性化させようとする1％まちづくり事業の実績報告を行うも

のです。 

 

【 概 要 】 

１ 令和５年度事業実績 

 

区分 令和５年度（Ａ） 令和４年度（Ｂ） 増減（Ａ）―（Ｂ）

申請件数 138件 134件 4件

採択件数 137件 133件 4件

不採択件数 1件 1件 0件

再提案依頼数 1件 1件 0件

総事業費（計画） 59,293,003円 41,669,422円 17,623,581円

採択金額 41,784,000円 33,370,000円 8,414,000円

実施件数 134件 130件 4件

取下げ件数 3件 3件 0件

総事業費（実績） 47,169,624円 32,100,925円 15,068,699円

決算額 35,326,000円 26,911,000円 8,415,000円  

 ２ 主な事業内容 

   項目別採択内訳は、環境美化・清掃・除草事業（39件）公園リメーク・広場整備事業（25

件）子どもの見守り防犯活動事業（17件）花いっぱい事業(14件) が件数の多いものとなっ

ています。 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  地域振興部 地域総務課 地域コミュニティ係 

内線 3612  47―1923 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 



　５月　２０日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　資料No.11  
●内　容　【　3.連絡事項　】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後　】 
 

　　　　　　　　　　　　　　 文化スポーツ部長　氏名　前原  郁　 内線（TEL）3600　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

（仮称）太田西複合拠点公共施設の愛称に係る市民投票の実施について 

 

【 目 的 】 

　現在建設中の（仮称）太田西複合拠点公共施設の愛称を決めるにあたり、市民投票を実施す

るものです。 

 

【 概 要 】 

１　愛称案 

　・Ａ案　エアリス　ベース（ＡＩＲＹＳ　ＢＡＳＥ） 

　　      ※ＢＡＳＥは「拠点」を表現しています。 

　・Ｂ案　エアリス　テラス（ＡＩＲＹＳ　ＴＥＲＲＡＣＥ） 

※ＴＥＲＲＡＣＥは「くつろげる場所」を表現しています。 

　・Ｃ案　エアリス　プラザ（ＡＩＲＹＳ　ＰＬＡＺＡ） 

　　      ※ＰＬＡＺＡは「人が集まる場所、広場」を表現しています。 

　・Ｄ案　エアリス　ウエスト（ＡＩＲＹＳ　ＷＥＳＴ） 

　　      ※ＷＥＳＴは太田西地区の拠点として「西」を意識した表現です。 

 

上記の４案に対して投票していただき、その結果を基に決定します。 

 

２　募集方法 

　広報おおた（６月１日号）および市ホームページに詳細を記載 

 

３　投票方法 

①電子申請システム（ロゴフォーム）による投票 

②LINEによる投票 

③投票用紙をダウンロードしメール、郵送もしくは直接提出 

 

４　投票期間 

６月１日から１５日まで 

 

 

 

【 備 考 】＊　問い合わせ先　文化スポーツ部　西複合施設　図書館管理係　内線　１１５８ 

５７－２６７６　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 ５月２０日 庁議提出案件           資料No.１２     
●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             産業環境部長 氏名 井上 恵美子   内線（TEL）2600  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  尾島ねぷたまつりの実施について 

 

 

【 目 的 】 

夏の夜空を彩る尾島ねぷたまつりを実施し、市民に感動と明日への活力を与えるとともに、

市内外からの観光客誘致を図ることを目的とします。 

 

 

【 概 要 】 

  １．開催日時：令和６年８月１４日（水）、１５日（木） 《荒天中止》 

（１）セレモニー及びねぷた運行  １７時から２２時まで 

（２）交通規制 ①県道１４２号線 １７時から２２時まで 

②県道２７５号線 ２１時から２２時まで 

 

  ２．開催場所：尾島商店街大通り（県道１４２号線）及び周辺 

         （亀岡神社東～三菱電機（株）群馬工場南交差点） 

 

  ３．主  催：尾島ねぷたまつり実行委員会 

 

  ４．出陣団体（予定） 

（１）８月１４日：９団体 

（２）８月１５日：９団体 

 

  ５．その他のイベント（予定） 

   （１）オープニングイベント 

     ①オープニングイベント（両日） 

     ②オープニング式典（８月１４日） 

   （２）販売 

     津軽物産市（両日） 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 産業環境部 観光交流課 観光交流係 内線2633 47-1833 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


